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損害保険向け査定・調査支援サービス

Support with Assessment and Investigation for Casualty Insurance Company
株式会社 KPMG Forensic & Risk Advisory

KPMGは、保険会社に求められる公正性や契約者・監督当局を含めた外部への説明責任を
確保した適切な保険金支払い業務の遂行をサポートします。

事実確認

発生した保険事故について、関連する証憑類、電子デー
タの収集・確保、関係者へのインタビュー等を行い、事
故の概要や発生経緯等の事実確認および整理を行います。
会計やITフォレンジック等の高度な専門性を活かし、書
類等の形式的なチェックにとどまらず、保険金の不正請
求等の観点から、保険契約者からの虚偽の申告や、意図
的に隠された事実等の洗出しを行います。

本サービスは、保険契約者からの保険金請求に係る損害査定業務を支援するもの
です。KPMGの会計やIT等各分野の経験豊富な調査の専門家が、損害事象に関する
さまざまな情報収集、事実関係の整理、損害額の算定を行い、保険金の支払い漏
れや過度の支払い等のない適切な損害査定業務を支援します。
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損害査定・調査の内容（④および⑤）

KPMGは、｢事実確認｣、｢分析｣、｢評価｣のそれぞれの調査段
階において、専門的な知識やスキル、経験を活かし、保険
金支払い業務をサポートします。

※調査の進め方は対象事故の内容および補償内容に応じて適宜調整します。

分析

発生した保険事故の原因分析や、当該原因を踏まえた損
害額の算定等を行います。休業期間中の遺失利益やIT事
業者の損害賠償金額等、事案の内容によって損害額の算
定が困難なものや、損害と保険事故の因果関係、事故原
因や事故の影響範囲の判定が困難な事案について、さま
ざまな不正事案の調査経験を活かし、分析作業の支援を
行います。

評価

確認した事実および当該事実に基づく分析を踏まえて、
｢保険会社が保険金を支払うべきか｣、｢どの程度の保険金
額を支払うのが妥当であるか｣等の評価を支援します。保
険会社と保険契約者との間で、第三者として中立な立場か
ら評価を支援することで、保険契約者の納得感を得られや
すくなる他、適切に保険金支払い業務を遂行していること
の外部への説明責任の確保が容易となります。



ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応
するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を
受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取られる
場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案
する適切なアドバイスをもとにご判断ください。
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KPMGは、さまざまな種類の保険契約に関する損害査定・調査のサポート実績を有
しています。主な実績は以下の通りです。

KPMGによる支援の流れ
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Ⅰ
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Ⅱ

ケース
Ⅲ

ケース
Ⅳ

保険始期から間もなく保険金請求のあった取引信用保険契約に関して、保険契約者と補償対象の債務を負ってい
る得意先との共謀による保険金の不当請求の疑いがあることから、事実確認の支援
本事案では、保険契約者が、①債権がデフォルトする事を事前に知っていた可能性、②不必要な取引を行い債権
額を増大させた可能性、③被保険債権以外の請求を行っている可能性について、事実確認及び検証作業を行い、
保険会社の保険金支払義務の有無の判断をサポートした。

IT事業に係る賠償事故等を補償する保険契約に関する保険金請求の査定・調査を支援
本事案では保険事故の原因の所在（ソフトウェア、ハードウェア）、原因の発生段階（システム設計段階、開発段
階、テスト段階）等を調査した。当該調査により、被保険者の過失割合の明確化や請求された損害と保険事故と
の関連性および単価・工数の確認等を行い、システム開発費や営業損失等に係る損害賠償について、公正かつ適
正な保険金支払いに寄与した。

製造物のリコール等により発生した製品回収等の費用、喪失利益、外部専門家への相談費用等を担保する保険契
約において発生した保険金請求の査定・調査を支援
本事案は、保険契約者が使用する原材料に異物が混入していたことによって生じた製品回収、利益の喪失に対し
て保険金請求があったもの。当該保険事故の発生原因の調査、生じた保険契約者の喪失利益の算定を実施した。

取引信用保険契約にて発生した保険金請求について、保険事故の事実確認、補償すべき損害範囲の調査を支援
本事案は保険契約者である金融会社が、ファクタリング契約にて取得した債権が回収不能となったことから、保険金
請求を行っていたもの。本件補償対象の債権の本来の債権者および債務者の倒産により、保険会社が契約者より十分
な情報収集が行えなかったことから、保険契約および保険事故の内容、関係者を精査し、保険金支払いの要否の判断
に必要となる証拠収集をサポートした。
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事案が解決するまで繰り返し実施
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